
各種請求書及び報告書の提出期限について

資料７



事業名 請求及び報告の種別 提出期限 欄

Ⅰ．生活習慣病予防健診

受診勧奨業務の結果報告 ３月３１日（火） □

検査費用の請求（２月実施分） ３月１９日（木） □

出張健診業務の結果報告及び会場費請求 ３月３１日（火） □

検査費用の請求（３月実施分） ４月１５日（水） □

Ⅱ．被保険者に対する特定保健指導

委託費の請求（２月実施分） ３月１９日（木） □

報奨金の請求 ４月６日（月） □

血液検査業務の委託費請求 ４月６日（月） □

委託費の請求（３月実施分） ４月１５日（水） □

Ⅲ．特定保健指導対象者情報の取得業務
委託費の請求（２月実施分） ３月１９日（木） □

委託費の請求（３月実施分） ４月３日（金） □

Ⅳ．事業者健診データの取得業務 インセンティブ費用の請求 【※】 ４月３日（金） □

Ⅴ．要治療者に対する受診勧奨事業 委託費の請求 ３月１９日（木） □

Ⅵ．被扶養者に対する特定健診

受診勧奨業務の結果報告 ３月１３日（金） □

協会主催集団健診の会場費用の請求 ３月１９日（木） □

協会主催集団健診の骨粗鬆症検査費用の請求 ４月３日（金） □

Ⅰ～Ⅵ共通 令和８年度委託契約書 ３月２３日（月） □

各種請求書及び報告書の提出期限一覧

【※】インセンティブ費用については、当支部において金額を算出し、請求額を印字した請求書を各健診機関にお送りします。（３月２３日頃送付予定）



最後までご清聴いただき
ありがとうございました。
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